
事 業 名：第20号 電動刈払機ほか
公 告 日：令和７年11月12日
入 札 日：令和７年12月18日
発注機関：中部森林管理局

番号 質  問 回  答

1

 第20号電動刈払機の入札について、質問があり
メールいたしました。
 物の引き渡しについて、落札者の立ち合いは、必
要でしょうか？
 もしくは、不用でしょうか？
 ご回答をお願いいたします。

 納入時に立会いいただかなくとも構いません。
 ただし、立会いいただけない場合は、発注者の検
査の結果について異議申し立てることができないこ
ととなっておりますので、あらかじめご了承くださ
い。
 また、仕様書に記載のとおり、納入に当たっては
納品書及び受領書（納品先の宛名・商品名・数量・
納入日を記載）を添付していただくことになってい
ます。

2

 物品番号No1の電動刈払機の品質・規格で保護メ
ガネ付と記載がありますが、別添の取扱説明書P28
（標準付属品）、P29（同梱品）のとおり保護メガ
ネは付属品ではありませんので別購入となります。
 保護メガネを追加する必要があります。品質・規
格等をご提示下さい。

 ご質問のとおり保護メガネは付属品ではないた
め、No.1の「品質・規格」欄から保護メガネ付との
文言を削除し、訂正公告します。

入札説明書等に対する質問及び回答書


